
日本の食文化海外普及人材育成事業実施要領の一部改正について

○ 本事業が確実に実施することを図るため、農林水産省から取組実施機関に対する指導体制の明文化及び
取組実施機関から受入機関に対する指導体制の強化。（下記1及び２）
○ 飲食分野・製菓分野の営業実態を踏まえ、対象事業所・考え方を再整理。（下記3）
○ 電子化、不要書類の見直し等事務手続きの合理化。（下記4）

1.農林水産省から取組実施機関に対する指導
体制の明文化

・農水省は、必要に応じて是正を求める。（第17）

・是正が求められた後、状況の改善が認められる
までの間、当該学校における本事業の新たな利
用を保留。（第4の2（10））

2. 取組実施機関から受入機関に対する指導体
制の強化

・学校からの適切な指導に従う旨の同意書を飲
食店等から取得。（第10、様式第１号の２）

3.対象事業所・考え方を再整理
・事業の対象となる事業所について、「日本標準
産業分類における飲食店、菓子小売業（製造
小売）、パン小売業（製造小売）、旅館・ホテ
ル及びリゾートクラブ」であったところ、「食品衛生法
に基づく飲食店営業又は菓子製造業の許可を
得ている事業所」と改定。（第3の1、第4の1（12））

4.事務手続きの合理化

・農林水産省共通申請サービス（e-MAFF）の
実装。（第16）

・押印廃止、連名による通知。（様式第１号の１ほか）
・提出書類の見直し。（第５の２ほか）



農林水産省（大臣官房総括審議官（新事業・食品産業））

調理・製菓業務に
労働者として従事

調理・製菓の技能を
指導

①実習計画を
共同で申請

法務省、 厚生労働省

受入機関（飲食店営業又は菓子製造業の許可を得ている事業所等）
【要件】
①実習計画を実施できる事業所、②健全、安定的な経営状況、③労働関係法令等の遵守、
④養成施設で修得した技術や知識を活用し、実習期間内に下ごしらえから料理の完成に至るまでの一連の
作業工程が実習可能 等

取組実施機関（調理師養成施設、製菓衛生師養成施設等）
【要件】
①実習計画を策定・実施する人員体制、②健全、安定的な経営状況
③認定取消し又は是正措置を受けた場合、取消し又は是正措置の原因となった事実に照らして、その実施体制、方法が確実に改善されている 等

外国人調理師、外国人製菓衛生師等（留学生）
【要件】
①素行が善良、②調理・製菓の技術の修得・普及の意思・意欲、③１８歳以上 等

④受入状況
報告

③監査及び指導
（少なくとも半年に１回）

⑦監査
（必要と認
めるとき）

⑤受入状況
報告

（関係省庁含む）

⑧面接
（初年度は半年に１回
：監査とは別）

➉評価
（少なくとも１年に１回）

⑪評価結果報告

相談、
苦情

⑬活動終了及
び帰国を報告

⑫活動継続の適否
を通知

⑥是正措置
（必要と認める
とき）
→新たな案件が①か
ら開始することを保留

⑨面接状況報告
（懸案事項がある場合）

○実習計画の重要な変更を
共同で申請（次に掲げる場合）
(1) 計画内容の変更
(2) 受入機関の変更
(3) 事業所の変更
(4) 受入期間の変更
(5) 外国調理師等の在留中の住居の変更
(6) 修得状況の評価担当者または監査責任者の変更

日本の食文化海外普及人材育成事業実施要領の改正後スキーム

②実習計画を
認定

日本食レストラン
海外普及機構

⑭本事業を終了し
た外国人調理
師等に関する
情報を提供
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